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＜ニュースの内容＞ 

◼ 「第 4 次少子化社会対策大綱」が閣議決定される 

◼ 「学校等欠席者・感染症情報システム（旧・保育園サーベイランス）」の導入と活用に

ついて（厚生労働省） 

◼ 「遅らせないで！子どもの予防接種と乳幼児健診」（厚生労働省） 

◼ 「第 4 次食育推進基本計画」の作成に向けた意見・情報の募集について（農林水産省） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆「第 4 次少子化社会対策大綱」が閣議決定される 

令和 2 年 5 月 29 日、政府は今後 5 年間（2025 年まで）の少子化対策の指針とな

る「第 4 次少子化社会対策大綱」を閣議決定しました。大綱では、「希望出生率 1.8」

を掲げ、その実現に向けた環境整備を推進していくとされています。  

大綱内の「子ども・子育て支援」では、「更なる『質の向上』（職員の配置改善等）

を図るため、消費税分以外も含め、適切に財源を確保していく」とされています。 

また、別添の「施策の具体的内容」において、「保育人材の確保」が挙げられ、「魅

力ある職場づくりや保育士の職業の魅力向上とその発信に取り組むとともに、必要

な財源の確保や改善努力の見える化と併せた処遇改善などに取り組む」とされてい

ます。 

（全国保育士会事務局抜粋） 

 

Ⅳ ライフステージの各段階における施策の方向性 

（4）子育て 

（子ども・子育て支援） 

「子ども・子育て支援新制度」を着実に実施し、実施主体である市町村が

住民のニーズを把握した上で、地域の実情に応じて子ども・子育て支援の充

実を図る。また、その更なる「質の向上」（職員の配置改善等）を図るため、

消費税分以外も含め、適切に財源を確保していく。 

保護者の就業形態や就業の有無等にかかわらず、子育て家庭の多様なニー
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ズに対応する、多様な保育・子育て支援を提供し、地域の実情に応じてそれ

らの充実を図る。（中略）また、病児保育をはじめ多様な保育について、地

域の実情に応じてそれらの充実を図るとともに、保育を希望する保護者がニ

ーズにあった保育につながるよう、相談対応や情報提供等、保護者に寄り添

った支援を行う。さらに、保育施設への送迎や、保育施設の開始前・終了後

の子供の預かりなど、地域におけるきめ細かな子育て支援を推進する。  

 

別添 1 施策の具体的内容 

Ⅰ－1（3）男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備 

（保育の受け皿整備の一層の加速） 

○地域の実情に応じた保育の実施 

・人口減少地域等における保育の在り方についての検討を進める。  

（保育人材確保のための総合的な対策の推進） 

○保育人材の確保 

・保育の受け皿拡大を支える保育人材の確保のため、業務改善のためのガ 

イドラインの策定、ICT や保育補助者の活用により、保育士の業務負担軽

減を図る。あわせて、保育士を目指す方や保育士に復帰しようとする方が

増え、保育現場で就業しやすくなるよう、魅力ある職場づくりや保育士の

職業の魅力向上とその発信に取り組むとともに、必要な財源の確保や改善

努力の見える化と併せた処遇改善などに取り組む。 

Ⅰ－2（1）子育てに関する支援（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）  

（子ども・子育て支援新制度の着実な実施） 

 ○地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実 

・「子ども・子育て支援新制度」を着実に実施し、実施主体である市町村が

住民のニーズを把握した上で、地域の実情に応じて子ども・子育て支援の

充実を図る。また、その更なる「質の向上」を図るため、消費税分以外も

含め、適切に財源を確保していく。 

（保護者の就業形態や就業の有無等にかかわらない多様な保育・子育て支援の拡充） 

・病児保育については、病気になった子供の保護者が希望に応じて就労で 

きるようにするための非常に重要な事業であるが、感染症の流行時期など

の季節変動や突然の利用キャンセル等により不安定な運営となっている

ことから、調査研究等を踏まえ、需給調整の在り方等の検討を進める。  

Ⅱ－4（10）障害のある子供、貧困の状況にある子供、ひとり親家庭等様々な家

庭・子供への支援 

（障害のある子供等への支援） 

○障害のある子供の保育等 

・障害のある子供ができるだけ身近な地域で、障害の特性に応じた療育な 
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どが受けられるよう支援するとともに、子供の育ちに必要な集団的な養育

のため、保育所や幼稚園等における障害のある子供の受入体制の整備促進

を図る。 

○医療的ケアが必要な子供への支援の充実 

・人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を 

要する状態にある子供が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援を円

滑に受けることができるようにするなど、各関連分野が共通の理解に基づ

き協働する包括的な支援体制の構築を図る。 

 

内容の詳細は下記ホームページをご確認ください。 
 

■内閣府トップページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 少子化対策 > 関係法令・

大綱 > 少子化社会対策大綱 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/taikou_r02.html 
 

 

◆「学校等欠席者・感染症情報システム（旧・保育園サ

ーベイランス）」の導入と活用について（厚生労働省） 

令和 2 年 6 月 9 日、厚生労働省は、都道府県・指定都市・中核市の保育担当部（局）

に対し、標記事務連絡を発出しました。 

これは、新型コロナウイルス感染症は学校等での発生動向を迅速に把握することが

感染予防およびまん延防止を図るうえで極めて重要であり、「学校等欠席者・感染者

情報システム（旧・保育園サーベイランス）」を活用することによって、保育所およ

び市区町村等での感染症の発生動向の早期把握・早期対応が可能になることから、管

内の市区町村および保育所等に広く周知し、未加入の保育所等に対して加入促進を図

るよう依頼したものです。 

詳細は下記ホームページおよび別添資料をご確認ください。 

参考：学校等欠席者・感染症情報システムの概要（日本学校保健会ポータルサイト）  

https://www.gakkohoken.jp/system_info 

 

 

◆「遅らせないで！子どもの予防接種と乳幼児健診」 
（厚生労働省） 

厚生労働省では、予防接種・乳幼児健診を適切な時期に実施することの重要性を周

知・広報するリーフレットを作成するとともに、令和 2 年 6 月 8 日、事務連絡「新型

コロナウイルス感染症に伴う定期の予防接種の実施に係る周知等について」および

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/taikou_r02.html
https://www.gakkohoken.jp/system_info
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「新型コロナウイルス感染症に伴う乳幼児健診の実施に係る周知について」を発出し

ました。 

これは、外出自粛要請等の新型コロナウイルス感染症対策の影響に伴う未接種者が

生じないよう、また、緊急事態宣言が全国で解除されたことを踏まえて乳幼児健診の

適切な時期の受診を周知するよう依頼したものです。 

詳細は別添資料をご確認ください。 

（全国保育士会事務局抜粋） 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う定期の予防接種の実施に係る周知等について 

1  定期接種については、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防す

る観点から非常に重要であり、外出自粛要請等の新型コロナウイルス感染症

対策の影響に伴う未接種者が生じないようにすることが必要であること。こ

のため、引き続き接種機会の確保を図るとともに、被接種者及び保護者が定

期接種を控えることがないよう、関係機関とも連携して十分な情報発信を行

うこと。 

（全国保育士会事務局抜粋） 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う乳幼児健診の実施に係る周知について 

乳幼児健康診査の実施に関しては、緊急事態宣言下においては原則として

集団での実施を延期するようお願いしてきたところですが、令和 2 年 5 月 25

日に全ての区域において緊急事態宣言が解除されたことを踏まえ、同年 5 月

26 日付け厚生労働省医政局歯科保健課長等連名通知「新型コロナウイルス感

染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた各種健診等における対応につい

て」において、地域における感染の状況や感染拡大防止策の対応状況等を踏

まえて、方法や時期等を判断し、実施するようお願いしているところです。  

 

（参考）厚生労働省HP 

「遅らせないで！ 

子どもの予防接種と乳幼児健診」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11592.html  

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11592.html
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◆「第 4 次食育推進基本計画」の作成に向けた意見・

情報の募集について（農林水産省） 

農林水産省では、「第 4 次食育推進基本計画」の作成に向けた意見・情報の募集を

行っています（6 月 5 日(金)～7 月 4 日(土)）。 

「食育推進基本計画」は、食育基本法に基づき、食育の推進に関する基本的な方針

や目標について定められたものです。「食育推進基本計画」に基づき、関係省庁が連

携しながら施策を推進するとともに、地域においても関係者が連携しながら、食育が

推進されています。 

「第 3 次食育推進基本計画」は平成 28 年度から令和 2 年度までの 5 年間を期間と

しており、今回、「第 4 次食育推進基本計画」の作成に向けて、「第 3 次計画の見直す

べき点」や「第 4 次計画に盛り込むべき課題」等について、広く意見を募集するため、
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パブリックコメントが実施されています（「第 4 次計画本文（案）」に対するパブリック

コメントは後日実施予定）。 

パブリックコメントの募集にあたり公開されている「第 4 次食育推進基本計画作成

に向けた主な論点」では、「2 学校、保育所等における食育の推進」が論点の 1 つと

して挙げられています。 

ご確認いただき、「第 3 次計画の見直すべき点」や「第 4 次計画に盛り込むべき課

題」等についてのご意見の提出は下記ホームページをご確認ください。 

【パブリックコメント掲載先 URL】 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003123

&Mode=0 

 

（全国保育士会事務局抜粋） 

第 4 次食育推進基本計画作成に向けた主な論点 

 

第 3 第 3 次基本計画の進捗状況と第 4 次基本計画作成に向けた主な論点 

2 学校、保育所等における食育の推進 

（2）主な論点 

①考え方 

〇 社会状況の変化に伴い、子供たちの食の乱れや健康への影響が見られる

ことから、学校、保育所、幼稚園、認定こども園等（以下「学校等」とい

う。）は、引き続き、子供への食育を進めて行く場として大きな役割を担

うことが求められており、子供たちが健全な食生活を自ら営むことができ

る知識及び態度を養えるよう、栄養教諭等を中核として、管理職、教諭、

保育士、幼稚園教諭、保育教諭、栄養士、調理員等職員全体で食育が体系

的・継続的に実施されることが必要である。 

更に、保護者や地域も巻き込んで、食育を推進していくことが重要で

ある。 

〇 学校等で提供される給食は、栄養バランスのとれた食事を提供すること

により子供の健康の保持増進を図ることに加え、食に関する指導において

「生きた教材」として活用され、子供たちに、食事の重要性、心身の健康、

食品を選択する能力、食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることへの

感謝の心、社会性、食文化などに関する資質・能力が育成されることが目

指されている。その際、地場産物を使用することその他の創意工夫を地域

の実情に応じて行い、地域の自然環境や文化、産業等に関する理解を深め

るとともに、農林漁業者の努力や食に関する感謝の念を育むことが重要で

ある。 

これらを踏まえると、教育委員会や乳幼児保育の担当部署などの学校等

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003123&Mode=0
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003123&Mode=0
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設置者と農林漁業者、流通に係る行政部局や事業者とが協働して学校給食

における地場産物等の安定的な生産・供給体制を構築することが重要であ

るとともに、学校等においては、これを受けて地域の食文化、食に係る産

業や自然環境の恵沢に対する子供の理解増進に繋げていくことが重要で

ある。 

〇 就学前の子供（乳幼児期を含む）に対する食育については、主体的な成

長を育み、食文化及び自然の営みを体験する、身近な食材の収穫や料理体

験等が効果的である。 

②具体的な取組 

【就学前の子供に対する食育の推進】 

〇 保育所、幼稚園、認定こども園における各指針、要領に基づく取組を引

き続き進めるとともに、子供の親世代への啓発も含め、就学前の子供（乳

幼児期を含む）に対する食育をより一層推進する。 

 

 


